（別記第１号様式）                                                               
                                                                　　　　 第        号 
                                                             　　　　　年 　 月  　日 
  岐阜県知事（○○農林事務所長）　様                                                
事業主体住所
事業主体名
代表者役職・氏名
年度ぎふ県産材利用促進施設等整備事業（〇〇〇支援）事業（変更）計画書
  このことについて、別添のとおり計画（変更）したので、ぎふ県産材利用促進施設等整備事業実施要領第６第１項（第９第１項）に基づき提出します。
ぎふ県産材利用促進施設等整備事業　

■木造化支援（福祉・商業・観光・医療施設等の木造化支援）

（１）計画表

	事業実施主体
	名　　　　称：
所   在   地：
担当者連絡先：

	協定締結の有無
	有（締結（予定）日　年　月　日）　・　無　（該当に〇）

	施設名称
	

	建設場所
	

	施設用途
	

	年間利用者数（見込）
	　　　　　　　人（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　）

	構造・施設規模
	 　　　　　階建　　延床面積　　　　　㎡　※小数点以下切り捨て
　　　 　（補助対象延床面積　　　　　㎡　※上記と異なる場合のみ記入）

	事業実施予定期間
	 自　　　 　年　 月　 日　　至  　　　年　月　日

	予定全体事業費
	　　　　　　　　　　千円（税込み）

	木材利用
計　　画
	総木材使用量
Ａ
	ぎふ証明材等使用量
Ｂ
	ぎふ証明材等使用率
B/A
	構造用木材使用量
Ｃ
	構造用材中JAS製品等
使用量　　Ｄ
	構造用材中JAS製品等
使用率　D/C

	
	         m３
	         m３
	    %
	 　　  　m３
	  　 　　m３
	    %

	その他特記事項
	


（２）添付書類

①設計書等
・事業費の根拠となる見積書等
・設計書（特記仕様書、求積図、平面図、立面図、天井伏図、詳細図、矩計図等）

・位置図（５万分の１地形図等）
②木材使用量計算書、ぎふ証明材等の使用量の内訳書
③建築基準法の規定による確認済証
④法人概要の事業案内
⑤事業実施主体の過去３年度分の損益計算書・貸借対照表
⑥岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱第３条各号で定める者でないことの誓約書
⑦県等から他の補助制度を予定している場合は、その要領等の写し
　※市町村は④～⑥の添付不要
（３）事業変更計画書

・変更箇所については、変更前を（　　）書きとし、右側に変更後を記載する。

ぎふ県産材利用促進施設等整備事業　事業（変更）計画書

■木造化支援（新技術・新製品を活用した施設の木造化支援）
（１）計画表
	事業実施主体
	名　　　　称：
所   在   地：
担当者連絡先：

	協定締結の有無
	有（締結（予定）日　年　月　日）　・　無　（該当に〇）

	施設名称
	

	建設場所
	

	施設用途
	

	年間利用者数（見込）
	　　　　　　　人（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	施設規模
	　　　　　階建　　延床面積：　　　　　㎡　※小数点以下切り捨て

	使用工法
	（名称）

	
	（詳細）

	予定全体事業費
（補助対象事業費）
	　　　　　　　　　　千円（税込み）
（　　　　　　　　千円）

	事業実施予定期間
	自：　　　年　　月　　日　至：　　　年　　月　　日

	木材利用
計　　画
	総木材使用量
Ａ
	ぎふ証明材等使用量
Ｂ
	ぎふ証明材等使用率

B/A
	構造用木材使用量
Ｃ
	構造用材中JAS製品等
使用量　　Ｄ
	構造用材中JAS製品等
使用率　D/C

	
	         m３
	         m３
	    %
	 　　  　m３
	  　 　　m３
	    %

	その他特記事項
	


（２）添付書類
①設計書等
　・設計金額内訳書（建築工事費分のみ）

・設計書（特記仕様書、平面図、立面図（正面、側面）求積図、詳細図、矩計図等）
・位置図（５万分の１地形図等）

・使用工法を紹介した冊子等があれば添付
②木材利用量、ぎふ証明材等の利用量の内訳表
③建築基準法の規定による確認済証
④法人概要の事業案内（市町村以外）
⑤事業実施主体の過去３年度分の損益計算書・貸借対照表
⑥岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱第３条各号で定める者でないことの誓約書
⑦県等から他の補助制度を予定している場合は、その要領等の写し
※市町村は④～⑥の添付不要

（３）事業変更計画書

・変更箇所については、変更前を（　　）書きとし、右側に変更後を記載する。
 ぎふ県産材利用促進施設等整備事業　事業（変更）計画書

■木造化支援（小規模施設の木造化支援）
（１）計画表
	区分
	内　　　　　　　　　　　　容

	事業実施主体
	名　　　　称：
所   在   地：
担当者連絡先：

	施設等の名称
	

	施設等の設置箇所
	

	施設用途
	

	施設等の数量
	

	年間利用者数（見込）
	　　　　　　　人（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　）

	延床面積
	　　　　　　　　　　　　　　㎡　※小数点以下切り捨て※木造建物のみ記入

	予定全体事業費
（補助対象事業費）
	　　　　　　　　　　千円（税込み）
（　　　　　　　　千円）

	木材使用量
	　　　　　　　　　　　　　　　　㎥

	
	うちぎふ証明材等使用量
	　　　　　　　　　　　　　　　　㎥　　　　　　％

	事業実施予定期間
	自：　　　年　　月　　日　　至：　　　年　　月　　日

	その他特記事項
	


（２）添付書類
①設計書等
　・設計金額内訳書もしくは見積書

・設計書（平面図、立面図（正面、側面）求積図、詳細図、矩計図等）
・位置図（５万分の１地形図等）
・製品については、パンフレット、写真等があれば添付
②木材利用量、ぎふ証明材等利用量の内訳表
③建築基準法の規定による確認済証
④法人概要の事業案内
⑤事業実施主体の過去３年度分の損益計算書・貸借対照表
⑥岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱第３条各号で定める者でないことの誓約書
※市町村は④～⑥の添付不要
（３）事業変更計画書

・変更箇所については、変更前を（　　）書きとし、右側に変更後を記載する。

ぎふ県産材利用促進施設等整備事業　事業（変更）計画書

■内装木質化支援

（１）計画表
	事業実施主体
	名　　　　称：
所   在   地：
担当者連絡先：

	協定締結の有無
	有（締結（予定）日　年　月　日）　・　無　　（該当に〇）

	施設名称
	

	施設所在地・実施場所
	

	施設用途
	

	年間利用者数（見込）
	　　　　　　　人（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	施設規模
	　　　　　階建　　延床面積：　　　　　　㎡

	内装木質化面積
(小数点以下切捨て)
	区分
	面積（㎡）
	摘　　　要
（例）床　壁　天井

	
	一般材
	
	　

	
	準不燃材以上
	
	

	
	合計
	
	

	ぎふ証明材等使用量
	　　　　　　　　　　　　　　　㎥

	予定全体事業費
	　　　　　　　　　　千円（税込み）

	事業実施予定期間
	自：　　　年　　月　　日　　　至：　　　年  　月　　日

	その他特記事項
	


（２）添付書類
①設計書等
　・事業費の根拠となる見積書等
・設計書（平面図、立面図（正面、側面）求積図、詳細図、矩計図、内装木質化する部分を示した図面等）
・位置図（５万分の１地形図等）
②ぎふ証明材等利用量の内訳表
③内装木質化面積計算書
④法人概要の事業案内
⑤事業実施主体の過去３年度分の損益計算書・貸借対照表
⑥岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱第３条各号で定める者でないことの誓約書
⑦県等から他の補助制度を予定している場合は、その要領等の写し
※市町村は④～⑥の添付不要
（３）事業変更計画書

・変更箇所については、変更前を（　　）書きとし、右側に変更後を記載する。
ぎふ県産材利用促進施設等整備事業　事業（変更）計画書

■備品導入支援
（１）計画表
	事業実施主体
	名　　　　称：
所   在   地：
担当者連絡先：

	協定締結の有無
	有（締結日（予定）　年　月　日）　・　無　　（該当に〇）

	導入先施設名
	

	施設所在地
	

	施設用途
（設置箇所用途）
	（　　　　　　　　　　　　　）

	年間利用者数（見込）
	　　　　　　　人（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	備品設置箇所
	

	導　入　備　品
（円（税抜き））
	購入製品名
	購入単価(税抜き)
	購入数量
	金額(税抜き)

	
	
	
	
	

	予定全体事業費
（補助対象事業費）
	　　　　　　　　　　千円（税込み）
（　　　　　　　　千円）

	製造予定業者
	使用樹種
	事業実施期間


	名称
	住所
	
	着手（予定）
	完了（予定）

	
	
	
	年　月　日
	年　月　日


（２）添付資料
①導入する施設等の位置図
②導入する施設の概要がわかる資料
③備品の設置箇所を示した図面

④製品のパンフレット、図面、写真等
⑤事業費の根拠となる見積書等
⑥法人概要の事業案内
⑦事業実施主体の過去３年度分の損益計算書・貸借対照表
⑧岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱第３条各号で定める者でないことの誓約書
※市町村は⑥～⑧の添付不要
（３）事業変更計画書
・変更箇所については、変更前を（　　）書きとし、右側に変更後を記載する。
（別記第２－１号様式）
第        号　
　　 　 年 　 月  　日　
    補助事業者　　様
岐阜県知事（○○農林事務所長）　
　　　　年度ぎふ県産材利用促進施設等整備事業（○○○支援）の
計画承認について
　   年   月  日付け第      号で提出のあったぎふ県産材利用促進施設等整備事業の計画に
ついて、ぎふ県産材利用促進施設等整備事業実施要領第６の規定に基づき承認します。
（別記第２－２号様式）
第        号　
　　 　 年 　 月  　日　
    補助事業者　　様
岐阜県知事（○○農林事務所長）　
　　　　年度ぎふ県産材利用促進施設等整備事業（○○○支援）の

計画承認について
　   年   月  日付け第      号で提出のあったぎふ県産材利用促進施設等整備事業の計画に

ついて、ぎふ県産材利用促進施設等整備事業実施要領第６の規定に基づき承認します。
なお、これは事業計画が当該要領に則したものであることの承認であり、補助金の交付については、別途予算の範囲内で決定することとします。
（別記第３号様式）
年度ぎふ県産材利用促進施設等整備事業計画（変更）認定総括表
○○農林事務所
木造化支援（福祉・商業・観光・医療施設等の木造化支援）

	市町村
	事業実施主体名
	施設等の名称
	設置場所
	延床面積
(㎡)
	対象面積
(㎡)
	総事業費
（千円）
	補助金
算定額
（千円）
	ぎふ証明材等
使用量

(㎥)
	県産材
使用率
(%)
	構造材
JAS等
使用率
(%)
	着手予定
年月日
	完了予定
年月日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


木造化支援（新技術・新製品を活用した施設の木造化支援）

	市町村
	事業実施主体名
	施設名称
	設置場所
	使用工法
	延床面積
(㎡)
	総事業費
（千円）
	対象事業費
（千円）
	補助金
算定額
（千円）
	ぎふ証明材等
使用量

(㎥)
	県産材
使用率
(%)
	構造材JAS等
使用率
(%)
	着手予定
年月日
	完了予定
年月日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


木造化支援（小規模施設の木造化支援）
	市町村
	事業実施主体名
	施設名称
	設置場所
	延床面積
(㎡)
	総事業費
（千円）
	対象事業費
（千円）
	補助金
算定額
（千円）
	ぎふ証明材等
使用量

(㎥)
	県産材
使用率
(%)
	総木材
使用量(㎥)
	着手予定
年月日
	完了予定
年月日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


内装木質化支援
	市町村
	事業実施主体名
	施設名
	設置場所
	総事業費

（千円）
	補助金
算定額
（千円）
	ぎふ証明材等
使用量

(㎥)
	内装木質化

施工面積
（㎡）
	事業着手
予定年月日
	事業完了
予定年月日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


備品導入支援

	市町村
	事業実施主体
	導入先施設名
	購入
製品名
	購入数量
	総事業費
（千円）
	対象事業費
（千円）
	補助金
算定額
（千円）
	着手予定
年月日
	完了予定
年月日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　※変更の場合は、変更箇所欄に変更後の数字等及び（）書きで、変更前の数字等を記載すること。
（別記第４－１号様式）（要領第５の（１）の①及び（２）に該当する場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　第　　　　　号　
                                                         　              　　年 　　月　 　日　
　補助事業者　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     岐阜県知事（○○農林事務所長）　
　　　　年度森林・林業対策事業補助金の交付決定について（通知）
　　　　　年  　月　　日付け　　　号で申請のあった　　　　年度森林・林業対策事業補助金については、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号）第５条第１項の規定により、次のとおり交付することに決定したので、同規則第７条の規定により通知します。
記
１　補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、　　　　年　　月　　日付け　　号で申請のあった　　　　年度森林・林業対策事業とし、その内容は、申請書に記載されているとおりとする。
２　補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりである。ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費又は補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
 事業名      ぎふ県産材利用促進施設等整備事業
　　　事業種目      （支援名を記載）
 事業量     （補助対象面積を記載）㎡

　　　補助金の額　　　　　　　　　　　　    円
３　補助事業に要する経費の配分及びこの配分された経費の額に対応する補助金の額の区分は、申請書の経費欄のとおりとする。
４　補助事業者は、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年２月２３日岐阜県規則第８号、以下「規則」という。）、森林・林業対策事業補助金補助金交付要綱（平成１８年４月１日付け林第７号林政部長通知、以下「交付要綱」という。）、その他の補助金等に関する法令（以下「補助金等に係る法令」という。）、ぎふ県産材利用促進施設等整備事業実施要領、岐阜県林政部所管補助金確認要領、及びその他関係法令等に従わなければならない。
５　補助金交付の条件は、前記４に定めるもののほか、次のとおりとする。
（１）補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び補助事業により設置した施設等については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運営を図らなければならない。

（２）補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、交付要綱第１１条に定める財産及び適正化法施行令第１３条に定めるその他の財産について、知事が別に定める期間（以下これらの期間を「処分制限期間」という。）内において、知事の承認を受けて処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を納付させることがある。
（３）補助事業者は、補助事業により設置した施設等が、当該施設等の転用制限基準に該当することとなる場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。また、知事の承認を受けて当該施設等を転用又は用途変更した場合は、当該転用等に係る施設等につき交付を受けた補助金相当額の全部又は一部を県に納付しなければならない。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由のため前記によりがたい場合には知事に協議することができる。
（４）補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間内及び転用制限期間内に補助金交付の目的を達することができなくなった場合は、すみやかに知事に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金の全部又は一部を県に納付しなければならない。
（５）知事は、補助事業者が知事の付した条件に違反した場合又は間接補助事業者が補助事業者の付した条件に違反した場合は、補助事業者に対して補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
（６）補助事業者は、実績報告（補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律第１４条の規定による報告をいう。以下同じ。）を行うにあたって、該当補助金に係る仕入に係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定による仕入に係る消費税等相当額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、その金額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
（７）補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税の申告により該当補助金に係る仕入に係る消費税等相当額があることが確定した場合には、別紙様式１によりその金額（実績報告において（６）により減税した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額。）等を知事に報告するとともに、該当金額を県に返還しなければならない。
（８）補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して５年間備え、整理保管しておかなければならない。
（別記第４－２号様式）（別記第４－１号様式を使用する場合以外の場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　第　　　　　号
                                                         　              　　年 　　月　 　日
　補助事業者　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林事務所長（又は岐阜県知事）
　　　　年度森林・林業対策事業補助金の交付決定について（通知）
　　　　　年  　月　　日付け　　　号で申請のあった　　　　年度森林・林業対策事業補助金については、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号）第５条第１項の規定により、次のとおり交付することに決定したので、同規則第７条の規定により通知します。
記
１　補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、　　　　年　月　　　日付け　　号で申請のあった　　　　年度森林・林業対策事業とし、その内容は、申請書に記載されているとおりとする。
２　補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりである。ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費又は補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
事業名      ぎふ県産材利用促進施設等整備事業
     事業種目　　　（支援名を記載）
　　　補助事業に要する経費　　　　　　　　　　　　 　円
　　　補助金の額　　　　　　　　　　　　     円
３　補助事業に要する経費の配分及びこの配分された経費の額に対応する補助金の額の区分は、申請書の

経費欄のとおりとする。
４　補助事業者は、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年２月２３日岐阜県規則第８号、以下「規則」という。）、森林・林業対策事業補助金補助金交付要綱（平成１８年４月１日付け林第７号林政部長通知、以下「交付要綱」という。）、その他の補助金等に関する法令（以下「補助金等に係る法令」という。）、ぎふ県産材利用促進施設等整備事業実施要領、岐阜県林政部所管補助金確認要領、及びその他関係法令等に従わなければならない。
５　補助金交付の条件は、前記４に定めるもののほか、次のとおりとする。
（１）補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び補助事業により設置した施設等については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運営を図らなければならない。

（２）補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、交付要綱第１１条に定める財産及び適正化法施行令第１３条に定めるその他の財産について、知事が別に定める期間（以下これらの期間を「処分制限期間」という。）内において、知事の承認を受けて処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を納付させることがある。
（３）補助事業者は、補助事業により設置した施設等が、当該施設等の転用制限基準に該当することとなる場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。また、知事の承認を受けて当該施設等を転用又は用途変更した場合は、当該転用等に係る施設等につき交付を受けた補助金相当額の全部又は一部を県に納付しなければならない。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由のため前記によりがたい場合には知事に協議することができる。
（４）補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間内及び転用制限期間内に補助金交付の目的を達することができなくなった場合は、すみやかに知事に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金の全部又は一部を県に納付しなければならない。
（５）知事は、補助事業者が知事の付した条件に違反した場合又は間接補助事業者が補助事業者の付した条件に違反した場合は、補助事業者に対して補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
（６）補助事業者は、実績報告（補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律第１４条の規定による報告をいう。以下同じ。）を行うにあたって、該当補助金に係る仕入に係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定による仕入に係る消費税等相当額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、その金額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
（７）補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税の申告により該当補助金に係る仕入に係る消費税等相当額があることが確定した場合には、別紙様式１によりその金額（実績報告において（６）により減税した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額。）等を知事に報告するとともに、該当金額を県に返還しなければならない。
（８）補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して５年間備え、整理保管しておかなければならない。
（様式１）
                                                　　    　　　    　　　第　　　　号
                                                　　　　　　　   　 　年　　月　　日
                     様
事業主体住所
事業主体名
代表者役職・氏名
　　　　年度仕入に係る消費税等相当額報告書
  　　　  年　　月    日付け　　　第　　　号により交付決定通知があった　　　　年度森林・林業対策事業補助金について、同通知の第５（７）の規定に基づき、下記のとおり報告します。
                                    記
１　事業名　  ぎふ県産材利用促進施設等整備事業（○○○支援）
２　岐阜県補助金等交付規則１４条に基づく確定額
                金　　　　　　　　　円
    （　　　　年　　月　　日付け　　第      号による額の確定通知額）
３　補助金の確定時に減額した仕入に係る消費税等相当額
　              金　　　　　　　　　円
４　消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入に係る消費税等相当額
                金                  円
５　補助金返還相当額（３－２）
                金　　　　　　　　　円
  （注）１　別紙として、集計表を添付すること。
        ２　その他参考となる書類を添付すること。
（別記第５号様式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　第　　　　号
                                                      　　  　　　　　年　　月　　日
岐阜県知事（○○農林事務所長）　様                                                   
事業主体住所
事業主体名
代表者役職・氏名
軽微変更届（報告）
　　　　　年度ぎふ県産材利用促進施設等整備事業（○○○支援）について、下記のとおり計画を変更したので、報告します。
記
	支援事業区分
	（木造化支援／内装木質化支援／備品導入支援）

	施設名
	

	事業主体
	

	変更内容
	

	変更理由
	

	変更設計書
	 別添のとおり


（別記第６号様式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号
                                                        　　　　　　　　年　　月　　日
　岐阜県知事（○○農林事務所長）　様
事業主体住所
事業主体名
代表者役職・氏名                                               
災害報告書
　　　　年度ぎふ県産材利用促進施設等整備事業実施中において、下記のとおり災害を受けたので報告します。
記
１　被災施設等の概要
（１）補助事業目及び実施年度
（２）事業実施主体名
（３）施設等の名称
（４）施設等の所在地
（５）施設等の構造及び規格、規模等
（６）総事業費（うち国庫補助金等）
２　被災の概要
（１）災害の原因
年　月　日（○○地震による被災）
      （○○気象台調べ　○○時○○分）
（２）被災の程度
施設等の破損（建物の○○が○○）
被害見積価格
施設等の復旧が不可能との判断した理由等
（事業実施主体の申請理由等）
（補助事業者の判断等）
（３）被災施設の収支等
施設等の取壊し等の概算経費
処分に係る収益等の見積額（損失保証金を含む。）
３　その他
［添付書類］
　１　財産管理台帳の写し
　２　被災状況の写真
　３　その他災害の原因、被災状況等について必要な書類
（別記第７号様式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　        　第　　　　号　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　年　　月　　日　
岐阜県知事（○○農林事務所長）　様
事業主体住所
事業主体名
代表者役職・氏名
（補助金交付決定前／複数年度事業）着手届
　　　　　年　　月　　日付けで提出した　　年度ぎふ県産材利用促進施設等整備事業（○○○支援）について、下記のとおり（交付決定前に着手したい／複数年度事業に着手した）ので、別記誓約条項を付し補助金交付決定前着手届を提出します。
                                       記
	 支援事業区分
	（木造化支援／内装木質化支援／備品導入支援）

	 事業実施主体
	

	施　　設　　名
	

	 着手（予定）年月日
	 　　　　年　　月　　日

	 完了予定年月日
	 　　　　年　　月　　日

	 （交付決定前着工・複数年度事業を行う）の理由
	


（別記）
　誓約条項
１　補助金交付決定通知を受けるまでの期間内に天災地変等の事由によって実施した事業の損失

を生じた場合、これらの損失は事業実施主体が負担します。
２　補助金交付決定通知を受けた補助金額が、交付申請額に達しない場合においても異議はあり

ません。
３　当該事業については、着手から補助金交付決定通知を受ける期間内においては、計画変更を

行いません。
４　複数年度事業において、補助要望年度において要望額に達しない場合や補助事業の採択がされない場合においても異議はありません。

（別記第８号様式）
ぎふ県産材利用促進施設等整備事業　事業実績書

■木造化支援（福祉・商業・観光・医療施設等の木造化支援）

（１）実績表
	事　業　実　施　主　体
	名　　　　称：
所   在   地：
担当者連絡先：

	協定締結の有無
	有（締結日　年　月　日）　・　無　　（該当に〇）

	 施　　　設　　　名　　　称
	

	 建設場所
	

	 施設用途
	

	年間利用者数（見込）
	　　　　　　　人（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　）

	構造・規模
	 　　　　階建　　延床面積　　　　　　　㎡
（補助対象延床面積　　　　　　　㎡　※上記と異なる場合のみ記入）

	 事業期間
	 自　　　 　年　　 月　 　日　　至  　　　年　　月　　日

	木　　材
利用実績
	総木材使用量
Ａ
	ぎふ証明材等使用量
Ｂ
	ぎふ証明材等使用率

B/A
	構造用木材使用量
Ｃ
	構造用材中JAS製品等
使用量　　Ｄ
	構造用材中JAS製品等
使用率　D/C

	
	         m３
	         m３
	    %
	m３
	m３
	%

	事業費
（円）
	全体事業費
	     　　   内　　　　　　　　　　　　訳

	
	
	国　　費
	 県　　　　費
	市町村費
	その他

	
	
	
	当事業補助金
	他事業補助金
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 その他特記事項
	


（２）添付書類

①検査調書（事業主体）

②設計書等
・出来高設計書

・完成図面（求積図、平面図、立面図、天井伏図、詳細図、矩計図等）
・木材利用量、ぎふ証明材等利用量の内訳表
・木材納品伝票等(ぎふ証明材等とそれ以外の木材の納品が確認できるもの)
③建築基準法の規定による検査済証

④完成写真

⑤財産管理台帳

⑥入札執行記録一覧表（入札を行った場合）

⑦請負業者からの請求書又は請負業者への支払　伝票

 　　(ただし、事業実績書提出までに、請負業者等から請求書が発行されない場合は、後日提出可とする。)
ぎふ県産材利用促進施設等整備事業　事業実績書

■木造化支援（新技術・新製品を活用した施設の木造化支援）
（１）実績表                 
	事業実施主体
	名　　　　称：
所   在   地：
担当者連絡先：

	協定締結の有無
	有（締結日　年　月　日）　・　無　　（該当に〇）

	施設名称
	

	建設場所
	

	施設用途
	

	年間利用者数（見込）
	　　　　　　　人（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	施設規模
	　　　　　階建　　延床面積：　　　　　㎡(小数点以下切捨て)

	使用工法
	（名称）

	
	（詳細）

	事業期間
	自：　　　年　　月　　日
至：　　　年  　月　　日

	木　　材
利用実績
	総木材使用量
Ａ
	ぎふ証明材等使用量
Ｂ
	ぎふ証明材等使用率

B/A
	構造用木材使用量
Ｃ
	構造用材中JAS製品等
使用量　Ｄ   
	構造用材中JAS製品等
使用率     D/C 

	
	         m３
	         m３
	    %
	m３
	m３
	%

	事業費
（円）
	全体事業費
（補助対象事業費）
	     　　   内　　　　　　　　　　　　訳

	
	
	国　　費
	 県　　　　費
	市町村費
	その他

	
	
	
	当事業補助金
	他事業補助金
	
	

	
	（　　　　　　　　 ）
	       
	       
	       
	     
	       　

	その他特記事項
	


（２）添付書類
①設計書等

・出来高設計書

・完成図面（平面図、立面図（正面、側面）求積図、詳細図、矩計図等）

・木材利用量、ぎふ証明材等利用量の内訳表

・木材納品伝票等(ぎふ証明材等とそれ以外の木材の納品が確認できるもの)
②建築基準法の規定による検査済証
③完成写真

④財産管理台帳

⑤入札執行記録一覧表（入札を行った場合）

⑥請負業者からの請求書又は請負業者への支払伝票
　(ただし、事業実績書提出までに、請負業者等から請求書が発行されない場合は、後日提出可とする。)

ぎふ県産材利用促進施設等整備事業　事業実績書

■木造化支援（小規模施設の木造化支援）
（１）実績表                 
	区 　　　   分
	内                        容

	事業実施主体
	名　　　　称：
所   在   地：
担当者連絡先：

	施設等の名称
	

	施設等の設置箇所
	

	施設等の数量
	

	年間利用者数（見込）
	　　　　　　　人（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　）

	延床面積
	         　　　　　　　　 ㎡ (小数点以下切捨て)
　    　　　　　　　　　　   (木造建物のみ記入)

	事業実施期間
	自：　　　年　　月　　日　　至：　　　年  　 月　　日

	木材使用量
	                                ㎥

	
	うちぎふ証明材等使用量
	                       ㎥         　％

	事業費
（円）
	全体事業費
（補助対象事業費）
	     　　   内　　　　　　　　　　　　訳

	
	
	国　　費
	 県　　　　費
	市町村費
	その他

	
	
	
	当事業補助金
	他事業補助金
	
	

	
	（　　　　　　　　 ）
	       
	       
	       
	     
	       　

	その他特記事項
	


（２）添付書類
①設計書等
・出来高設計書
・完成図面（平面図、立面図（正面、側面）求積図、詳細図、矩計図等）
・ぎふ証明材等利用量の内訳表
・木材納品伝票等(ぎふ証明材等の納品が確認できるもの)
②建築基準法の規定による検査済証
③完成写真

④財産管理台帳（取得価格が50万円未満の施設及び製品の場合は不要）
⑤入札執行記録一覧表（入札を行った場合）
⑥請負業者からの請求書又は請負業者への支払伝票
　(ただし、事業実績書提出までに、請負業者等から請求書が発行されない場合は、後日提出可とする。)

ぎふ県産材利用促進施設等整備事業　事業実績書

■内装木質化支援
（１）実績表                 
	事業実施主体
	名　　　　称：
所   在   地：
担当者連絡先：

	協定締結の有無
	有（締結日　年　月　日）　・　無　　（該当に〇）

	施設名称
	

	施設所在地・実施場所
	

	施設用途
	

	年間利用者数（見込）
	　　　　　　　人（内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	施設規模
	　　　　　階建　　延床面積：　　　　　㎡

	内装木質化面積
	区分
	面積（㎡）
	補助額（千円）
	摘　　　要
（例）床　壁　天井

	
	一般材
	
	
	

	
	準不燃材以上
	
	
	

	
	合計
	
	
	

	ぎふ証明材等使用量
	 　　　　　　　㎥

	事業実施期間
	自：　　　年　　月　　日
	至：　　　年 　 月　　日

	事業費
（円）
	全体事業費
	     　　   内　　　　　　　　　　　　訳

	
	
	国　　費
	 県　　　　費
	市町村費
	その他

	
	
	
	当事業補助金
	他事業補助金
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	その他特記事項
	


（２）添付書類
①設計書等
・出来高設計書
・完成図面（平面図、立面図（正面、側面）求積図、詳細図、矩計図、内装木質化した部分を示した図面等）
・木材利用量、ぎふ証明材等利用量の内訳表
・木材納品伝票等(ぎふ証明材等とそれ以外の木材の納品が確認できるもの)
・内装木質化面積計算書
②建築基準法の規定による検査済証
③完成写真

④入札執行記録一覧表（入札を行った場合）
⑤請負業者からの請求書又は請負業者への支払伝票
(ただし、事業実績書提出までに、請負業者等から請求書が発行されない場合は、後日提出可とする。)
⑥財産管理台帳 
ぎふ県産材利用促進施設等整備事業　事業実績書

■備品導入支援
（１）実績表
	事業実施主体
	名　　　　称：
所   在   地：
担当者連絡先：

	導　入　備　品
	購入製品名
	購入単価(円)
(税抜き)
	購入数量
	金額(円)
(税抜き)

	
	
	
	
	

	事業費
（円）
	全体事業費
（補助対象事業費）
	     　　   内　　　　　　　　　　　　訳

	
	
	当事業補助金
	市町村費
	その他

	
	（　　　　　　　　　　　　 ）
	
	
	

	協定締結の有無
	有（締結日　年　月　日）　・　無　　（該当に〇）

	導入先施設名
	

	施設所在地
	

	備品設置箇所
	

	納入業者
	使用樹種
	事業実施期間


	名称
	住所
	
	着　手
	完　了

	
	
	
	年　月　日
	年　月　日


（２）添付資料
①導入した製品の写真等
②備品の設置箇所が分かる写真等

③事業費の根拠となる請求書等
(ただし、事業実績書提出までに、請負業者等から請求書が発行されない場合は、後日提出可とする。)
　　・財産管理台帳（取得価格が50万円以上の製品）
（別記第９号様式）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  　年　　月　　日
　                                              
　補助事業者　　様
　　　　　　　　　　　　

　　　 　岐阜県知事（○○農林事務所長）
年度森林・林業対策事業費補助金の額の確定について（通知）
　　　　年　月　日付け　　第　　　号で交付決定した　年度森林・林業対策事業費補助金については、岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号）第１４条の規定により、下記のとおり補助金の額を確定したので通知します。
記
１　事　業　名　　　　　　ぎふ県産材利用促進施設等整備事業（○○○支援）
２　確定した補助金の額　　金　　　　　　　　　　　円
別記第１０号様式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号
                                                        　　　年　　月　　日
農林事務所長　様
            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助事業者　　　　　　　　
施設の移転（増築・改築・模様替え）協議（報告）書
　　　　　年度ぎふ県産材利用促進施設等整備事業により取得した施設について、下記のとおり増築・改築・模様替えした（い）ので協議（報告）します。
記
１　事業主体（管理主体）
２　増築・改築・模様替えの理由
３　増築・改築・模様替えの内容
（１）取得機械施設
	取得
年月日

	事業
種目

	設置場所
（住所）

	事業内容
	事業費
（千円）

	備考


	
	
	
	導入施設
	品名・規格
	事業量

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（２）増築・改築・模様替え機械施設
	増築・改築・
模様替えの時期

	設置場所
（住所）

	事業内容
	事業費
（千円）

	備考


	
	
	導入施設
	品名・規格
	事業量

	
	

	
	
	
	
	
	
	


（注）増築・改築・模様替え前後の写真、平面図、位置図等を添付のこと。
　　　備考欄には耐用年数等を記入のこと。
別記第１１号様式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号
                                                        　　年　　月　　日
　農林事務所長　様
            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助事業者　　　　　　　　                                            
財産処分承認申請書
　　　　年度ぎふ県産材利用促進施設等整備事業により取得した（又は効用の増加した）財産について、岐阜県補助金等交付規則第２１条の規定に基づき、下記のとおり処分したいので、第１７第２項の規定により、承認申請します。
　なお、本申請の承認後、当該承認に係る処分内容と異なる財産処分を行おうとする場合、当該承認に付された条件を満たすことができなくなった場合又は当該財産処分を取りやめることにより補助目的にしたかった補助所対象財産の使用を継続しようとする場合には、速やかに貴職にその旨を報告し、指示に従うことといたします。
記
１　処分の理由及び今後の利用方法等
　（１）処分を行う理由
　（２）今後の利用方法（処分区分）
        （注）今後の利用方法等、具体的に記述すること。
　
２　処分の対象財産
　（１）事業実施主体
　（２）財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量
　（３）事業費、補助金額、補助率
　（４）耐用年数（処分制限期間）、経過年数
　（５）現況図面又は写真（添付）
３　処分予定年月日
４　その他参考資料
　（注１）財産処分により収益が見込まれる場合には、収益の内容がわかる資料を添付する
こと。
  （注２）処分区分の欄に掲げる「目的外使用」、「補助事業を中止する場合」で、損失補
　　　　償金を受ける場合には、次の資料を添付すること。
          ①補償契約書等の写し
          ②取壊し等の工事概要、事業費（予定）
  （注３）処分区分の欄に掲げる「譲渡」のうち「有償」又は「貸付け」のうち「長期間（１年以上）の貸付け」で、備考欄を適用する場合には、次の資料を添付すること。
       (法人化に伴う場合)
①法人化に係る計画書
          ②新設法人への財産処分（承継）計画書
          ③発起人名簿又は定款案（新設法人の組合員、社員又は役員であることが確認できるもの）
　　　（収益力向上を図る場合）
①事業計画書（収支計画の対比ができるもの）
②株主構成表（株主の保有率が確認できるもの）
別記第１２号様式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　第　　　　号
                                                            　　　　年　　月　　日
農林事務所長　様
            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          補助事業者
財産処分報告書
　　　　　年度ぎふ県産材利用促進施設等整備事業により取得した財産について、下記のとおり処分したいので、ぎふ県産材利用促進施設等整備事業実施要領第１７第２項ただし書きの規定により報告します。
記
１　処分の理由及び今後の利用方法等
　（１）処分を行う理由
　（２）今後の利用方法（処分区分）
  　
２　処分の対象財産
　（１）事業実施主体
　（２）財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量
　（３）事業費、補助金額、補助率
　（４）耐用年数（処分制限期間）、経過年数
　（５）現況図面又は写真（添付）
３　処分予定年月日
